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令和６年度 

幸手市のごみ状況を 

報告します。 

■ごみ出しのルール 

ごみを出すときは、 

 ①きちんと分別する。  

 ②収集日を確認する。  

 ③当日の朝８時３０分までに、地域の

決められた集積所に出す。 

■ごみ出しのマナー 

・燃やせるごみは、結び目を「ギュッ」

としばり臭いをシャットアウト！ 

・不燃ごみや、缶・瓶はやさしく置き

「音など」をシャットアウト！ 

ご近所への配慮に、協力ください。 

 総ごみ収集量の推移をみますと、令和 2年度は、新型コロナウイルスの影響に伴う外出自粛等によっ

て増加しましたが、令和 2年度をピークとして令和 3年度からは減少傾向に転じており、令和 6年度も

前年度から減少しました。 

今後も引き続きごみと資源の分別排出にご理解・ご協力をお願いします。 



「ごみ処理手数料」は、無駄なごみを出さないような発生抑制やリサイクルへの意識を持続させ、 

ごみの減量化や資源化の向上を図ること、また、ごみの排出量に応じた手数料により処理費用負担の 

公平化を図ることを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        大(45L)          中(30L)        小(15L) 

 

             

50円                   35円               15円 

        ごみ処理手数料          〃         〃 

     

 

 

 

 

- - - - - - - - - 指定ごみ袋取扱店一律料金 - - - - - - - - - 

  

※ごみ処理費用は人件費を除いた金額です。 

※杉戸町への負担金は、翌年度に清算しています。このグラフの数字は、清算後の金額です。 

 

ごみ処理にかかる費用につき

ましては、令和 5 年度に比べ

て令和 6年度は増加しました。 

幸手市の「燃やせるごみ」

の処理は杉戸町に委託してい

ます。令和 6 年度から、杉戸

町の施設において大規模改修

工事が始まったため、費用に

ついては増加しました。 

また、杉戸町への負担金を除

いたごみ処理費用は、粗大ご

み処理施設等の補修工事費用

が多くなったことにより増加

しました。 

  燃やせるごみを排出

する際の指定ごみ袋

は、「ごみ処理手数料」

となっています。 

  この手数料は、ごみ

の分別収集や杉戸町へ

のごみ処理負担金など

へ充てています。 

  引き続き、ご理解・

ご協力をお願いいたし

ます。 
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紙類・布類

その他プラ
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■日本容器包装リサイクル協会拠出金 

 

 

 
 

再商品化合理化拠出金（配分額） 
有償入札拠出金 

（売却益） 「品質」基準に 

基づく配分額 
評価ランク(※) 

「低減額」貢献度に 

基づく配分額 

ＰＥＴボトル 

98,680円 

総合評価 ＰＥＴボトル 

103,866円 
ＰＥＴボトル 

10,510,298円 

Ａ 

プラスチック製 

容器包装 

0円 

破袋度 容器包装比率 禁忌品 
プラスチック製 

容器包装 

0円 Ａ Ａ(97.80％) Ｄ 

 令和 6年度歳入合計 10,712,844円 

※評価ランクは、Ａ（資源化に支障がない）、Ｂ（資源化に若干の支障が生じる）、Ｄ（著しく分別基

準から外れているので、資源化に支障をきたす）の３段階で評価されます。 
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(万円) ■資源物売払代金

 集積所から収集した資源物及

び不燃ごみ・粗大ごみを選別処理

した後の鉄・アルミ類は、売払い

を実施し、市の貴重な財源となっ

ています。 

 令和 6年度と令和 5年度を比較

すると、売払代金が増加となりま

した。 

 資源物はリサイクルが大切で

すので、引き続き分別にご協力を

お願いします。 

 容器包装リサイクル法に基づき、資源物のうちＰＥＴボトル及びプラスチック製容器包装は、公益財

団法人日本容器包装リサイクル協会に引き渡すことで、適正な資源化処理を図ることができます。また、

売却益等が拠出金として市に納入されます。 

 資源物収集量の内訳は上のグラフのとおりです。 

 徹底した分別・きれいな排出によって、資源化処理工程へ多く充てられます。 



「テレビ エアコン 洗濯機 衣類乾燥機 冷蔵庫 冷凍庫」の処分方法 

■処分する場合は下記のいずれかの方法で行ってください。  

新しい商品と 

買い替えた場合 
 家電リサイクル対象品の処分のみの場合 

     

購入した 

家電小売店へ依頼 
 以前に購入した 

家電小売店がわかる 
 以前に購入した家電小売店がわからない 

           

  購入した 

家電小売店へ依頼 
 自分で運べる  自分で運べない 

        

※リサイクル料金は、メーカーやサイズに 

よって異なりますので、必ず事前にメーカ

ー等で確認をしてください。 

 

郵便局でリサイクル料金を

支払い、①「指定引取場所」

へ運ぶ。 

■リサイクル料金＋振込手数料 

 
③「市内家電小売店組合」に

依頼する。 

■リサイクル料金+運搬費用 

※リサイクル料金及び運搬費用

については②を参照。   

① 「指定引取場所」  ② 「リサイクル料金・運搬費用（税込み）」※最低料金を掲載 

 
 

日通埼玉運輸㈱岩槻取扱所 

さいたま市岩槻区上野 5-2-19 

電話：048-796-0846 

リバー㈱加須事業所 

加須市志多見 2236 

電話：0480-61-2055 

 

 ※金額は、メーカーや型式によって異なる場合があります。 

市内家電小売店組合料金表 
リサイクル

料金 
運搬費用 

エアコ ン 990円 5,500 円 

冷蔵庫

冷凍庫 

170Ｌ以下 3,740 円 4,950 円 

171Ｌ以上 4,730 円 5,500 円 

テレビ ブラウン管（15型以下） 1,320 円 4,400 円 

ブラウン管（16型以上） 2,420 円 4,950 円 

ブラウン管（25型以上） 2,420 円 5,500 円 

液晶・プラズマ（15型以下） 1,870 円 4,400 円 

液晶・プラズマ（16型以上） 2,970 円 4,950 円 

洗濯機・衣類乾燥機 2,530 円 7,480 円 

③ 「市内家電小売店組合」（月ごとで当番制になっています／令和 7年度） 

 

月 店名 連絡先 

4月 ミヤモリ電機 42-0879 

5月 内田電気商会 42-0457 

6月 おき電化 43-1151 

7月 カワサキ電気東店 42-5877 

8月 加藤電機商会 42-0405 

9月 (有)川崎屋電気商会 42-0144 

 月 店名 連絡先 

10月 田沼電機商会 48-1043 

11月 ミヤモリ電機 42-0879 

12月 内田電気商会 42-0457 

1月 おき電化 43-1151 

2月 カワサキ電気東店 42-5877 

3月 加藤電機商会 42-0405 
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